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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）又は携帯電話基地局から
の信号等の情報に基づいて、ユーザの位置を測位し位置情報を取得する測位システムであ
って、複数の検索者から同時に同一のユーザに対して測位要求を受け付けた際に、ユーザ
のプライバシーを確保するためのユーザプライバシー認証システムにおいて、
当該ユーザの測位状態を管理する測位状態管理手段と、
前記各検索者から当該ユーザへの測位要求を受け付ける測位要求受付手段と、
後発の測位要求に対して当該ユーザの第三者へ位置情報を通知することに関する意思確認
を行う意思確認手段と、
当該ユーザの測位結果を管理する測位結果管理手段と、
前記意思確認手段に基づいて当該ユーザの測位結果を複数の測位要求に対して返送する測
位結果返送手段と、
を備え、自己起動によりユーザ測位実施中に第三者から測位要求を受け付けた際に、測位
は起動せずに第三者へ位置情報を通知することに関するユーザの意思確認のみを測位と並
行して実施し、既に起動中の測位結果が得られた時点で意思確認結果が「位置通知許容」
であった場合に限り、第三者から受け付けた測位要求に対しても得られた測位結果と同一
の測位結果を通知する複数同時測位要求時におけるユーザプライバシー認証システム。
【請求項２】
ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）又は携帯電話基地局から
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の信号等の情報に基づいて、ユーザの位置を測位し位置情報を取得する測位システムであ
って、複数の検索者から同時に同一のユーザに対して測位要求を受け付けた際に、ユーザ
のプライバシーを確保するためのユーザプライバシー認証システムにおいて、
当該ユーザの測位状態を管理する測位状態管理手段と、
前記各検索者から当該ユーザへの測位要求を受け付ける測位要求受付手段と、
後発の測位要求に対して当該ユーザの第三者へ位置情報を通知することに関する意思確認
を行う意思確認手段と、
当該ユーザの測位結果を管理する測位結果管理手段と、
前記意思確認手段に基づいて当該ユーザの測位結果を複数の測位要求に対して返送する測
位結果返送手段と、
を備え、第三者からの測位要求によりユーザ測位実施中に異なる第三者から測位要求を受
け付けた際に、測位は起動せずに第三者へ位置情報を通知することに関するユーザの意思
確認のみを測位と並行して実施し、既に起動中の測位結果が得られた時点で意思確認結果
が「位置通知許容」であった場合に限り、後から受け付けた測位要求に対しても得られた
測位結果と同一の測位結果を返送する複数同時測位要求時におけるユーザプライバシー認
証システム。
【請求項３】
請求項１または２記載の複数同時測位要求時におけるユーザプライバシー認証システムに
おいて、ユーザの測位状態を管理し、ユーザ測位実施中に他の第三者からの測位要求を受
け付けた時点で、第三者へ位置情報を通知することに関するユーザの意思確認を起動し、
意思確認結果が「位置通知許容」であった場合に限り、後から受け付けた測位要求に対し
ても既に起動中の測位に対して得られた測位結果と同一の測位結果を返送する複数同時測
位要求時におけるユーザプライバシー認証システム。
【請求項４】
ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）又は携帯電話基地局から
の信号等の情報に基づいて、ユーザの位置を測位し位置情報を取得するサービスであって
、複数の検索者から同時に同一のユーザに対して測位要求を受け付けた際に、ユーザのプ
ライバシーを確保するためのユーザプライバシー認証システムのユーザプライバシー認証
方法において、
前記ユーザプライバシー認証システムは、
当該ユーザの測位状態を管理する測位状態管理手段と、
前記各検索者から当該ユーザへの測位要求を受け付ける測位要求受付手段と、
後発の測位要求に対して当該ユーザの第三者へ位置情報を通知することに関する意思確認
を行う意思確認手段と、
当該ユーザの測位結果を管理する測位結果管理手段と、
前記意思確認手段に基づいて当該ユーザの測位結果を複数の測位要求に対して返送する測
位結果返送手段と、を含み、
自己起動によりユーザ測位実施中に第三者から測位要求を受け付けた際に、又は第三者か
らの測位要求により測位実施中に異なる第三者からの測位要求を受け付けた際に、ユーザ
測位実施中の移動機に対して、さらに測位要求を受け付けた際には測位は起動せずに、第
三者への位置情報を通知することに関するユーザの意思確認のみを測位と並行して実施し
、既に起動中の測位結果が得られた時点で意思確認結果が「位置通知許容」であった場合
に限り、後から受け付けた測位要求に対しても得られた測位結果と同一の測位結果を通知
する複数同時測位要求時におけるユーザプライバシー認証システムのユーザプライバシー
認証方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第三者からの位置情報検索システムの分野において、複数の測位起動が重な
った場合に、ユーザのプライバシーを確保しつつ、短時間で測位結果を変更する複数同時
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測位要求時のユーザプライバシー認証システムおよびユーザプライバシー認証方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　移動機の位置情報は、移動機が現在どこにいるかわからないため、移動機を使用するユ
ーザにとって重要なプライバシー情報である。そのため、位置情報の不正な取得を防ぐ手
段や、移動機ユーザの要求に応じて、時間や場所等に基づいた位置情報へのアクセス制限
を行う高度なプライバシー保護機能が移動通信ネットワークに求められるようになってき
ている。プライバシー保護機能としては、測位要求を受け付けるクライアントやサービス
を登録する場合のように、測位要求受付時に判断できるものと、特定の場所や時間帯のみ
での測位を許可する場合のように、測位後でないと判断できないものがある。特に、複数
のユーザから同時に測位要求があった場合には、ユーザのプライバシーを保護するための
高度なプライバシー認証方法が必要になってくる。
【０００３】
　一方、移動通信ネットワーク事業者は、位置情報サービスを提供するためには、移動機
の位置を測定する必要があり、このため、ネットワーク内の各ノード間でメッセージを送
受する必要がある。
　特に、外部起動測位においては、クライアント装置がＵＥ装置の位置を要求しネットワ
ークがＵＥ装置の位置をクライアントに返送する場合には、必ずＳＧＳＮ／ＭＳＣ装置に
おいて測位処理が実行されるため、クライアント装置から測位要求が増加した場合に測位
トラヒックおよび測位処理負荷が比例して増加してしまい、移動通信事業者のネットワー
ク運用に支障が出る可能性があるために、ＳＧＳＮ／ＭＳＣ装置が保持する過去の測位結
果の再利用は、測位トラヒックや測位処理負荷の軽減の目的のためにはあまり有効に使わ
れていない。
【０００４】
　上述した従来例の一例として、例えば、特許文献１には、過去の測位結果の再利用を可
能にし且つ測位結果の再利用時にもユーザのプライバシーを保護することが記載されてい
る。この発明は、クライアントがＧＭＬＣ（Ｇａｔｅｗａｙ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ）に対し移動機の測位を要求すると、ＧＭＬＣは移動機のプライバ
シー設定情報を参照し、この測位要求を確認し、測位が禁止されておらず、過去の位置で
もよいとき、ＧＭＬＣは保持している移動機の測位結果を再利用できるかを確認し、再利
用可能な場合で移動機への通知が必要な場合、ＧＭＬＣは、ＭＳＣ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ）を介してプライバシーに関するメッセ
ージを移動機に送り、プライバシーの確認結果を受け取る、というシステムである。
【０００５】
　また、特許文献２には、携帯端末が測位データを測位サーバに送信する測位システムに
おいて、経済性を高めることができ、消費電力を抑制することができるシステムが記載さ
れている。この発明は、携帯端末は、ＧＰＳ測位部が取得した測位データに基づいて示さ
れる自端末の位置と、過去の測位データに基づいて示される自端末の位置とを比較し、両
者が基準距離以上である場合に限って、ＧＰＳ測位部が取得したデータを測位サーバに送
信するシステムである。
【特許文献１】特開２００４－１２９０２６号公報
【特許文献２】特開２００２－１５０４８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１,２記載の発明はともに、第三者への位置情報を通知す
ることに関するユーザの意思確認を行うことはできず、測位要求があれば、その都度測位
起動及びプライバシー認証を行う必要があり、同時に複数の検索者から同一のユーザに対
して測位要求を受け付けた場合に、ユーザプライバシーを確保しつつ短時間で効率良く検
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索者へ測位結果を通知することはできなかった。
　本発明は、上述した事情を鑑みてなされたものであって、複数のユーザから同時に測位
要求があった場合に、第三者への位置情報を通知することに関するユーザの意思確認を行
うことにより、短時間で全ての測位要求に応答することができるプライバシー認証システ
ムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記課題を解決するために、請求項１記載のプライバシー認証システムは、ＧＰＳ（Ｇｌ
ｏｂａｌ Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）又は携帯電話基地局からの信号等の情
報に基づいて、ユーザの位置を測位し位置情報を取得する測位システムであって、複数の
検索者から同時に同一のユーザに対して測位要求を受け付けた際に、ユーザのプライバシ
ーを確保するためのユーザプライバシー認証システムにおいて、当該ユーザの測位状態を
管理する測位状態管理手段と、前記各検索者から当該ユーザへの測位要求を受け付ける測
位要求受付手段と、後発の測位要求に対して当該ユーザの第三者へ位置情報を通知するこ
とに関する意思確認を行う意思確認手段と、当該ユーザの測位結果を管理する測位結果管
理手段と、前記意思確認手段に基づいて当該ユーザの測位結果を複数の測位要求に対して
返送する測位結果返送手段とを備え、自己起動によりユーザ測位実施中に第三者から測位
要求を受け付けた際に、測位は起動せずに第三者へ位置情報を通知することに関するユー
ザの意思確認のみを測位と並行して実施し、既に起動中の測位結果が得られた時点で意思
確認結果が「位置通知許容」であった場合に限り、第三者から受け付けた測位要求に対し
ても得られた測位結果と同一の測位結果を通知する。
【０００８】
この構成によれば、ユーザへの測位要求を受け付け、後発の測位要求に対してはユーザの
意思確認を行い、測位結果は一番先に起動していた測位結果のみを利用するので、短時間
で効率良く測位結果を通知することができるという効果が得られる。
この構成によれば、第三者へ位置情報を通知することに関するユーザの意思確認を行うの
で、プライバシーを確保しつつ短時間で効率良く測位結果を通知することができるという
効果が得られる。
また、この構成によれば、自己起動によりユーザ測位実施中に第三者から測位要求を受け
付けた際に、測位は起動せずに第三者へ位置情報を通知することに関するユーザの意思確
認を行うので、プライバシーを確保しつつ短時間で効率良く測位結果を通知することがで
きるという効果が得られる。
【００１０】
また、請求項２記載の発明は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ Ｓｙｓｔ
ｅｍ）又は携帯電話基地局からの信号等の情報に基づいて、ユーザの位置を測位し位置情
報を取得する測位システムであって、複数の検索者から同時に同一のユーザに対して測位
要求を受け付けた際に、ユーザのプライバシーを確保するためのユーザプライバシー認証
システムにおいて、当該ユーザの測位状態を管理する測位状態管理手段と、前記各検索者
から当該ユーザへの測位要求を受け付ける測位要求受付手段と、後発の測位要求に対して
当該ユーザの第三者へ位置情報を通知することに関する意思確認を行う意思確認手段と、
当該ユーザの測位結果を管理する測位結果管理手段と、前記意思確認手段に基づいて当該
ユーザの測位結果を複数の測位要求に対して返送する測位結果返送手段と、を備え、第三
者からの測位要求によりユーザ測位実施中に異なる第三者から測位要求を受け付けた際に
、測位は起動せずに第三者へ位置情報を通知することに関するユーザの意思確認のみを測
位と並行して実施し、既に起動中の測位結果が得られた時点で意思確認結果が「位置通知
許容」であった場合に限り、後から受け付けた測位要求に対しても得られた測位結果と同
一の測位結果を返送する。
この構成によれば、第三者からの測位要求によりユーザ測位実施中に異なる第三者から測
位要求を受け付けた際に、測位は起動せずに第三者へ位置情報を通知することに関するユ
ーザの意思確認を行うので、プライバシーを確保しつつ短時間で効率良く測位結果を通知
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することができるという効果が得られる。
【００１１】
また、請求項３記載の発明は、請求項１または２記載の複数同時測位要求時におけるユー
ザプライバシー認証システムに係り、ユーザの測位状態を管理し、ユーザ測位実施中に他
の第三者からの測位要求を受け付けた時点で、第三者へ位置情報を通知することに関する
ユーザの意思確認を起動し、意思確認結果が「位置通知許容」であった場合に限り、後か
ら受け付けた測位要求に対しても既に起動中の測位に対して得られた測位結果と同一の測
位結果を返送する。
この構成によれば、測位要求を受け付けた時点で第三者へ位置情報を通知することに関す
る意思確認を起動するので、プライバシーを確保しつつ短時間で効率良く測位結果を通知
することができるという効果が得られる。
【００１２】
また、請求項４記載のユーザプライバシー認証方法は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏｓｉ
ｔｉｏｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）又は携帯電話基地局からの信号等の情報に基づいて、ユ
ーザの位置を測位し位置情報を取得するサービスであって、複数の検索者から同時に同一
のユーザに対して測位要求を受け付けた際に、ユーザのプライバシーを確保するためのユ
ーザプライバシー認証システムのユーザプライバシー認証方法において、前記ユーザプラ
イバシー認証システムは、当該ユーザの測位状態を管理する測位状態管理手段と、前記各
検索者から当該ユーザへの測位要求を受け付ける測位要求受付手段と、後発の測位要求に
対して当該ユーザの第三者へ位置情報を通知することに関する意思確認を行う意思確認手
段と、当該ユーザの測位結果を管理する測位結果管理手段と、前記意思確認手段に基づい
て当該ユーザの測位結果を複数の測位要求に対して返送する手段と、を含み、自己起動に
よりユーザ測位実施中に第三者から測位要求を受け付けた際に、又は第三者からの測位要
求により測位実施中に異なる第三者からの測位要求を受け付けた際に、ユーザ測位実施中
の移動機に対して、さらに測位要求を受け付けた際には測位は起動せずに、第三者への位
置情報を通知することに関するユーザの意思確認のみを測位と並行して実施し、既に起動
中の測位結果が得られた時点で意思確認結果が「位置通知許容」であった場合に限り、後
から受け付けた測位要求に対しても得られた測位結果と同一の測位結果を通知する。
この構成によれば、ユーザへの測位要求を受け付け、後発の測位要求に対してはユーザの
意思確認を行い、測位結果は一番先に起動していた測位結果のみを利用するので、短時間
で効率良く測位結果を通知することができるという効果が得られる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明を適用することによって、同時に複数の検索者から同一のユーザに対して測位要
求を受け付けた際に、個々に測位を起動するのではなく、既に起動している測位はそのま
ま実行させ、後発の測位要求に対しては第三者へ位置情報を通知することに関するユーザ
の意思確認のみを実施し、測位結果は、一番先に起動していた測位結果のみを利用するこ
とにより、プライバシーを確保しつつ、検索者へは短時間で測位結果を通知することが可
能になるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係るユーザプライバシー認証システムの構成を示すブロッ
ク図である。
　同図に示すように、本発明のプライバシー認証システム１０は、測位状態管理手段１１
と、測位要求受付手段１２と、ユーザ意思確認手段１３と、測位結果管理手段１４と、測
位結果返送手段１５とを備える。測位状態管理手段１１は、ユーザの測位状態を管理し、
測位要求受付手段１２は、各検索者から当該ユーザへの測位要求を受け付け、測位要求に
係るユーザの測位を実施中か否かを判別する。意思確認手段１３は、後発の測位要求に対
して第三者へ位置情報を通知することに関して当該ユーザの意思確認を行う。測位結果管
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理手段１４は、当該ユーザの測位結果を管理する。測位結果返送手段１５は、意思確認手
段１３に基づいて当該ユーザの測位結果を複数の測位要求に対して返送する。
【００１５】
　上記構成により、このシステム１０は、第三者からの位置情報検索システムにおいて、
ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）又は携帯電話基地局か
らの信号等の情報に基づいて、ユーザの位置を測位し位置情報を取得する測位システムに
おいて、複数の検索者から同時に同一のユーザに対して測位要求を受け付けた際に、ユー
ザのプライバシーを確保しつつ、短時間で測位結果を利用する。
【００１６】
　なお、本実施形態においては、各構成部分は、主として、ＧＭＬＣ装置内又はＭＳＣ装
置内に配置されているが、他の装置に配置することができることは言うまでもない。
　図２及び図３は、本発明の実施形態のユーザプライバシー認証システムに適用される通
信システムの全体構成及び動作を示す概略図である。図２は、自己起動測位中における第
三者測位要求への応答方式を示し、図３は、第三者測位要求中における異なる第三者測位
要求への応答方式を示す。
【００１７】
　図２及び図３に示すように、このシステムに適用される通信システムは、ユーザが使用
する移動機ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）１と、移動機ＵＥ１へ測位要求を行う
サービスプロバイダであるＡＳＰ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖ
ｉｄｅｒ）２と、ＡＳＰ２からの測位要求を管理するＧＭＬＣ（Ｇａｔｅｗａｙ　Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ）装置３と、地域無線網であるＲＡＮ（Ｒａｄ
ｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）装置５と、地域無線網ＲＡＮ装置５を管理するノ
ードであるＭＳＣ／ＳＧＳＮ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃ
ｅｎｔｅｒ／Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇｅｎｅｒａｌ　ｐａｃｋｅｔ　ｒａｄｉｏ　ｓｅｒｖｉ
ｃｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）装置４とから構成される。なお、サービスプロバイダ
ＡＳＰ２は、複数存在するが、図面上では、第１のサービスプロバイダＡＳＰ２ａと第２
のサービスプロバイダＡＳＰ２ｂとに区別して表示した。
【００１８】
［自己起動測位中における第三者測位要求への応答方式］
　まず、自己起動によりユーザ測位実施中に第三者から測位要求を受け付けた際には、測
位は起動せずに第三者へ位置情報を通知することに関してユーザの意思確認のみを測位と
並行して実施し、既に起動中の測位結果が得られた時点で意思結果が「位置通知許容」で
あった場合に限り、第三者から受け付けた測位要求に対しても得られた測位結果と同一の
測位結果を通知する。
【００１９】
　すなわち、図２を参照して説明すると、移動機ＵＥ１の測位状態を管理しているＭＳＣ
／ＳＧＳＮ装置４と移動機ＵＥ１との間で自己起動による測位実施中である（ステップＳ
１）。そのとき、第２のサービスプロバイダＡＳＰ２ｂからＧＭＬＣ装置３を介してＭＳ
Ｃ／ＳＧＳＮ装置４に対して測位要求が行われると（ステップＳ２,Ｓ３）、ＭＳＣ／Ｓ
ＧＳＮ装置４は移動機ＵＥ１との間で測位実施中であることを認識する（ステップＳ４）
。そして、ＭＳＣ／ＳＧＳＮ装置４から移動機ＵＥ１に対して、プライバシー認証要求が
行われる（ステップＳ５）。その際、プライバシー情報として、ＭＳＩＳＤＮ（Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ＰＳＴＮ／ＩＳＤＮ　Ｎｕｍｂｅ
ｒ）,検索者名等を同時に送信する。プライバシー認証要求を受け取った移動機ＵＥ１に
おいては、現在測位実施中のプロバイダＡＳＰとは異なる第２のプロバイダＡＳＰ２ｂか
らの測位要求であることを認識する（ステップＳ６）。そして、測位結果通知を許可する
か許可しないかを示す「測位許可／非許可」設定のうちいずれかを選択し（ステップＳ７
）、プライバシー認証応答としてＭＳＣ／ＳＧＳＮ装置４に通知する（ステップＳ８）。
その際、「ＭＳＩＳＤＮ,検索者名,測位許可／非許可」を同時に送信する。そして、ＭＳ
Ｃ／ＳＧＳＮ装置４においては、プライバシー認証応答を受け取った後、プライバシー認
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証判定を行い（ステップＳ９）、「測位許可／非許可」のうち「非許可」が選択されてい
れば、第２のサービスプロバイダＡＳＰ２ｂに「認証ＮＧ」という測位結果を通知し（ス
テップＳ１０）、「測位許可／非許可」のうち「測位許可」が選択されていれば、移動機
ＵＥ１から自己起動の測位要求に基づく測位結果を受け取る（ステップＳ１１）。その際
、第１のサービスプロバイダＡＳＰ２ａへ位置情報を通知せずに自己位置を検索する場合
も同様となるが、第１のサービスプロバイダＡＳＰ２ａへの測位結果通知信号は不要であ
る。その後、ＭＳＣ／ＳＧＳＮ装置４から第１のサービスプロバイダＡＳＰ２ａにその測
位結果が位置情報として通知される（ステップＳ１２）。次に、ＭＳＣ／ＳＧＳＮ装置４
において同一の測位結果をマッピングする（ステップＳ１３）。そして、最後に、ＭＳＣ
／ＳＧＳＮ装置４から第２のサービスプロバイダＡＳＰ２ｂに対して測位結果（位置情報
）が通知される（ステップＳ１４）。
【００２０】
［第三者測位要求中における異なる第三者測位要求への応答方式］
　次に、第三者からの測位要求によりユーザ測位実施中に異なる第三者から測位要求を受
け付けた際に、測位は起動せずに第三者へ位置情報を通知することに関するユーザの意思
確認のみを測位と並行して実施し、既に起動中の測位結果が得られた時点で意思確認結果
が「位置通知許容」であった場合に限り、後から受け付けた測位要求に対して得られた結
果と同一の測位結果を返送する。
【００２１】
　すなわち、図３を参照して説明すると、第１のサービスプロバイダＡＳＰ２ａと移動機
ＵＥ１との間で第１のサービスプロバイダＡＳＰ２ａの測位要求に基づく測位実施中であ
る（ステップＳ２１）。そのとき、第２のサービスプロバイダＡＳＰ２ｂからサービスプ
ロバイダＡＳＰからの測位要求を管理しているＧＭＬＣ装置３に対して測位要求が行われ
ると（ステップＳ２２）、ＧＭＬＣ装置３は第１のサービスプロバイダＡＳＰ２ａと移動
機ＵＥ１とが測位実施中であることを認識する（ステップＳ２３）。そして、ＧＭＬＣ装
置３は、ＭＳＣ／ＳＧＳＮ装置４を介して移動機ＵＥ１にプライバシー認証要求を行う（
ステップＳ２４,Ｓ２５）。その際、ＭＳＩＳＤＮ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｉ
ｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ＰＳＴＮ／ＩＳＤＮ　Ｎｕｍｂｅｒ）,検索者名等を同時に
送信する。プライバシー認証要求を受け取った移動機ＵＥ１においては、現在測位実施中
のプロバイダＡＳＰとは異なる第２のサービスプロバイダＡＳＰ２ｂからの測位要求であ
ることを認識する（ステップＳ２６）。そして、測位結果通知を許可するか許可しないか
を示す「測位許可／非許可」設定のうちいずれかを選択し（ステップＳ２７）、プライバ
シー認証応答をＭＳＣ／ＳＧＳＮ装置４を介してＧＭＬＣ装置３に通知する（ステップＳ
２８,Ｓ２９）。その際、「ＭＳＩＳＤＮ,検索者名,測位許可／非許可」を同時に送信す
る。そして、ＧＭＬＣ装置３においては、プライバシー認証応答を受け取った後、プライ
バシー認証判定を行い（ステップＳ３０）、「測位許可／非許可」のうち「非許可」が選
択されていれば、第２のサービスプロバイダＡＳＰ２ｂに「認証ＮＧ」という測位結果を
通知し（ステップＳ３１）、「測位許可／非許可」のうち許可が選択されていれば、移動
機ＵＥ１から第１のサービスプロバイダＡＳＰ２ａの測位要求に基づく測位結果を受け取
り（ステップＳ３２）、その測位結果を位置情報として第１のサービスプロバイダＡＳＰ
２ａに通知する（ステップＳ３３）。次に、ＧＭＬＣ装置３において同一の測位結果をマ
ッピングする（ステップＳ３４）。そして、最後に、ＧＭＬＣ装置３から第２のサービス
プロバイダＡＳＰ２ｂに対して測位結果（位置情報）が通知される（ステップＳ３５）。
【００２２】
　以上説明したように、本実施形態を適用することによって、同時に複数の検索者から同
一のユーザに対して測位要求を受け付けた場合に、個々に起動するのではなく、測位結果
は一番先に起動していた測位結果のみを利用する。従って、複数同時に測位要求を受け付
けた場合にも短時間で効率良く全ての測位要求に応答することが可能になる。
　また、自己起動測位中における第三者測位要求への応答方式と第三者測位要求中におけ
る異なる第三者測位要求への応答方式とを個別に説明したが、これらを組み合わせて、場
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【００２３】
［測位実施完了後における第三者測位要求への応答方式］
　上述した実施形態では、測位実施中に第三者からの測位要求があった場合の動作につい
て説明したが、測位実施完了後に一定期間測位結果を保持し、その保持期間内に受け付け
た測位要求に対して先に得られた測位結果を送信することもできる。この場合、この測位
結果を測位結果管理手段１４にて一定期間保持する。保持期間は任意に設定可能であるが
、測位の精度に影響が出ない程度に保持期間の範囲を設定する必要がある。そして、意思
確認手段１３による確認の結果に基づいて測位結果返送手段１５によって保持していた測
位結果を送信する。
【００２４】
　本実施形態を適用することによって、同時に複数の検索者から同一のユーザに対して測
位要求を受け付けた場合に、測位結果を一定期間保持しているので、既に得られた測位結
果を送信する。従って、複数同時に測位要求を受け付けた場合にもより短時間でより効率
良く全ての測位要求に応答することが可能になる。
【００２５】
　以上、本発明の実施形態について説明してきたが、本発明は、これに限定されず、本発
明の趣旨を逸脱しない範囲で、種々の変更が可能である。
　例えば、上述した実施形態においては、移動機（ＵＥ）として携帯電話機器を用いたが
、これに限定されず、自動車電話、列車,飛行機,船舶等に搭載できる電話機等、あらゆる
移動電話機に適用できることは言うまでもない。
　また、上述した実施形態においては、プライバシー情報として、ＭＳＩＳＤＮ,検索者
名等を用いたが、これに限定されず、他の記号,数値等を用いたプライバシー情報を用い
ることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施形態に係るユーザプライバシー認証システムの構成を示すブロック
図である。
【図２】本発明の実施形態に係るユーザプライバシー認証システム（自己起動測位中にお
ける第三者測位要求への応答）の全体構成及び動作を示すブロック図及びシーケンス図で
ある。
【図３】本発明の実施形態に係るユーザプライバシー認証システム（第三者測位要求中に
おける異なる第三者測位要求への応答）の全体構成及び動作を示すブロック図及びシーケ
ンス図である。
【符号の説明】
【００２７】
１…移動機ＵＥ，２…サービスプロバイダＡＳＰ、２ａ…第１のサービスプロバイダＡＳ
Ｐ、２ｂ…第２のサービスプロバイダＡＳＰ、３…ＧＭＬＣ装置、４…ＭＳＣ／ＳＧＳＮ
装置、５…ＲＡＮ装置、１０…ユーザプライバシー認証システム、１１…測位状態管理手
段、１２…測位要求受付手段、１３…意思確認手段、１４…測位結果管理手段、１５…測
位結果返送手段
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